
- 1 -

○
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
二
号
）
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
営
業
等
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
屋
外
広
告
物
）

（
営
業
等
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
屋
外
広
告
物
）

第
一
条

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令(

以

第
一
条

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令(

以

下
「
令
」
と
い
う
。)
第
五
条
第
六
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
営
業
等
の
た
め
に

下
「
令
」
と
い
う
。)

第
五
条
第
六
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
営
業
等
の
た
め
に

や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
定
め
る
屋
外
広
告
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
定
め
る
屋
外
広
告
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
七

略

一
～
七

（
略
）

八

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
歴
史

的
風
致
形
成
建
造
物
の
保
存
の
た
め
に
必
要
な
合
理
的
な
規
模
の
屋
外
広
告

物
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○
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
市
計
画
の
図
書
）

（
都
市
計
画
の
図
書
）

第
九
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
総
括
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
に

第
九
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
総
括
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
表
示
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
表
示
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分

の
一
以
上
の
地
形
図
と
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
五

の
一
以
上
の
地
形
図
と
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
五

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
並
び
に
同
項
第
五
号
に
掲

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
並
び
に
同
項
第
五
号
に
掲

げ
る
地
域
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
は
、
一
葉
の
図
面
に
表
示
す
る
も
の
と
し

げ
る
地
域
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
は
、
一
葉
の
図
面
に
表
示
す
る
も
の
と
し

、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
都
市
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
並
び
に
同
項
第
六
号

、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
都
市
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
並
び
に
同
項
第
六
号

及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
は
、
で
き
る
限
り
一
葉
の
図
面
に
表
示
す
る

及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
は
、
で
き
る
限
り
一
葉
の
図
面
に
表
示
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
六

略

一
～
六

略

七

地
区
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
、
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計

七

地
区
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
、
沿
道
地
区
計
画
及
び
集
落
地
区

画
、
沿
道
地
区
計
画
及
び
集
落
地
区
計
画
に
関
す
る
都
市
計
画

お
お
む
ね

計
画
に
関
す
る
都
市
計
画

お
お
む
ね
の
区
域

の
区
域

２
・
３

略

２
・
３

略

（
令
第
十
四
条
の
二
の
表
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
）

（
令
第
十
四
条
の
二
の
表
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
）

第
十
一
条
の
二

令
第
十
四
条
の
二
の
表
の
地
区
計
画
（
市
街
化
調
整
区
域
内
に

第
十
一
条
の
二

令
第
十
四
条
の
二
の
表
の
地
区
計
画
（
市
街
化
調
整
区
域
内
に

お
い
て
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
の
項
、
歴

お
い
て
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
の
項
及
び

史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
項
及
び
沿
道
地
区
計
画
の
項
の
下
欄
に
規
定

沿
道
地
区
計
画
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
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す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
又
は
施
行
区
域
と

次
に
掲
げ
る
区
域
又
は
施
行
区
域
と
す
る
。

す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

（
排
水
施
設
に
関
す
る
技
術
的
細
目
）

（
排
水
施
設
に
関
す
る
技
術
的
細
目
）

第
二
十
六
条

令
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
技
術
的
細
目
の
う
ち
、
排

第
二
十
六
条

令
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
技
術
的
細
目
の
う
ち
、
排

水
施
設
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

水
施
設
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

専
ら
下
水
を
排
除
す
べ
き
排
水
施
設
の
う
ち
暗
渠
で
あ
る
構
造
の
部
分
の

五

専
ら
下
水
を
排
除
す
べ
き
排
水
施
設
の
う
ち
暗
渠
で
あ
る
構
造
の
部
分
の

き
ょ

き
ょ

次
に
掲
げ
る
箇
所
に
は
、
ま
す
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

次
に
掲
げ
る
箇
所
に
は
、
ま
す
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。

。

イ
・
ロ

略

イ
・
ロ

略

ハ

管
渠
の
内
径
又
は
内
法
幅
の
百
二
十
倍
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
長
さ
ご

ハ

管
渠
の
長
さ
が
そ
の
内
径
又
は
内
法
幅
の
百
二
十
倍
を
超
え
な
い
範
囲

き
ょ

の
り

き
ょ

の
り

と
の
管
渠
の
部
分
の
そ
の
清
掃
上
適
当
な
場
所

内
の
長
さ
ご
と
の
管
渠
の
部
分
の
そ
の
清
掃
上
適
当
な
場
所

き
ょ

き
ょ

六
・
七

略

六
・
七

略

（
令
第
三
十
八
条
の
七
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

（
令
第
三
十
八
条
の
七
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
四
十
三
条
の
七

令
第
三
十
八
条
の
七
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行

第
四
十
三
条
の
七

令
第
三
十
八
条
の
七
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号

六

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則

）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
が
行
う
森
林
開

が
行
う
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
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七
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法

和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は

律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
に
規
定

第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
行
為

す
る
業
務
に
係
る
行
為

七
～
二
十
五

略

七
～
二
十
五

略

（

）

（

）

別
記
様

式
第

九
第
三
十
四
条
関
係

別
記
様
式

第
九

第
三
十
四
条
関
係

略
略

建
築
し
よ
う

と
す

る
建

築
物

用
途
の
変
更
後
の
建

建
築
し
よ
う

と
す
る

建
築

物
用
途
の
変
更
後
の
建

、
、

築
物
又
は

新
設
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
特
定
工
作

物
が

築
物
又
は
新
設

し
よ
う
と
す
る
第
一
種
特
定
工
作
物

が

４
法
第
３
４
条
第
１
号
か
ら

第
１

０
号

ま
で
又
は
令
第
３

４
法
第
３
４
条
第
１
号
か
ら
第

８
号

の
２

ま
で

又
は
令
第

６
条
第
１

号
第

３
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
の
建
築

３
６
条
第
１
号

第
３
号
ロ
か
ら
ホ
の
い
ず
れ
の
建
築
物

物
又
は
第

１
種

工
作

物
に
該
当
す
る
か
の
記
載
及
び
そ

又
は
第
１
種
工

作
物
に
該
当
す
る
か
の
記
載
及
び
そ
の

の
理
由

理
由

略
略

（

）

（

）

別
記
様
式
第
十
一
の
二

第
四

十
三
条
の
九
関
係

別
記
様
式
第
十
一
の
二

第
四
十
三

条
の
九
関
係

略
略
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略
イ

行
為
の
種

別
建
築
物
の
建
築
・
工
作
物
の
建
設

新
略

イ
行
為
の
種
別

建
築
物
の
建
築
・
工
作
物
の
建
築

新

（

）

（

）
（

（

）

（

）
（

）

）

築
・
改
築

・
増

築
・
移
転

築
・
改
築
・

増
築

・
移

転

略
略
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○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
十
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

（
令
第
十
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
八
条

令
第
十
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る

第
八
条

令
第
十
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号

六

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則

）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
が
行
う
森
林
開

が
行
う
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則

七
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法

和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は

律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
に
規
定

第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
行
為

す
る
業
務
に
係
る
行
為

七
～
二
十
一

略

七
～
二
十
一

略
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○
集
落
地
域
整
備
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
建
設
省
令
第
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
集
落
地
域
整
備
法
施
行
令
第
八
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為

（
集
落
地
域
整
備
法
施
行
令
第
八
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為

）

）

第
一
条

集
落
地
域
整
備
法
施
行
令
第
八
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

第
一
条

集
落
地
域
整
備
法
施
行
令
第
八
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号

五

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則

）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
が
行
う
森
林
開

が
行
う
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則

七
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法

和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は

律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
に
規
定

第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
行
為

す
る
業
務
に
係
る
行
為

六
～
二
十
三

略

六
～
二
十
三

略
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○
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

（
令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
二
十
四
条

令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

第
二
十
四
条

令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号

六

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則

）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
が
行
う
森
林
開

が
行
う
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則

七
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法

和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は

律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
に
規
定

第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
行
為

す
る
業
務
に
係
る
行
為

七
～
二
十
五

略

七
～
二
十
五

略

）

（
）

（

）

（
）

（

第
四
号
様
式

第
二
十
三
条

第
一
項
関
係

Ａ
４

第
四
号
様
式

第
二
十
三
条
第

一
項

関
係

Ａ
４

備
考

備
考

１
４

略
１

４
略

～

～
５

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災

街
区

の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

第
３

５
密
集
市
街
地

に
お
け
る
防
災
街

区
の

整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
３

２
条
の
４
に
規
定
す

る
内

容
を

定
め

た
防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計

画
の

２
条
の
３
に
規

定
す
る

内
容

を
定

め
た

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
の

区
域
内
に
お
け
る
建
築
物

の
建

築
又

は
用
途
の
変
更
に
つ
い
て
は

次
に

区
域
内
に
お
け

る
建
築
物
の

建
築

又
は

用
途
の
変
更
に
つ
い
て
は

次
に

、
、
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。

。

よ
る
こ

と
よ
る

こ
と

１
・

２
略

１
・

２
略

）

（

）

（

）

（

）

（

６
・
７

略
６
・
７

略
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○
国
土
交
通
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
緑
地
環
境
室
及
び
景
観
・
歴
史
文
化
環
境
整
備
室
並
び
に
公
園
企
画
官
及
び

（
緑
地
環
境
室
及
び
景
観
・
歴
史
文
化
環
境
整
備
室
並
び
に
公
園
企
画
官
及
び

公
園
緑
地
事
業
調
整
官
）

公
園
緑
地
事
業
調
整
官
）

第
五
十
二
条

公
園
緑
地
・
景
観
課
に
、
緑
地
環
境
室
及
び
景
観
・
歴
史
文
化
環

第
五
十
二
条

公
園
緑
地
・
景
観
課
に
、
緑
地
環
境
室
及
び
景
観
・
歴
史
文
化
環

境
整
備
室
並
び
に
公
園
企
画
官
及
び
公
園
緑
地
事
業
調
整
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を

境
整
備
室
並
び
に
公
園
企
画
官
及
び
公
園
緑
地
事
業
調
整
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を

置
く
。

置
く
。

２
・
３

略

２
・
３

略

４

景
観
・
歴
史
文
化
環
境
整
備
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

景
観
・
歴
史
文
化
環
境
整
備
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
年
法
律
第
四
十
号
。
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
並
び
に
第
五
章
を
除
く

。
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

５
～
７

略

５
～
７

略


